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各務原市使用済ＧＩＧＡスクール端末等売払 

仕様書 

 

１．件名 

各務原市使用済ＧＩＧＡスクール端末等売払 

 

２．目的 

ＧＩＧＡスクール構想の下で整備された端末（以下「ＧＩＧＡスクール端末」と

いう。）を含め、使用済となったパソコン・タブレット端末等には、いわゆる都市鉱

山と呼ばれるレアメタル等の有用な金属が多く含まれており、国内で金属資源の枯

渇リスクが顕在化する中、適正に再使用・再資源化を推進する必要性が高まってい

る。また、端末内には使用していた児童・生徒個人に紐づくデータが保存されてい

る可能性もあり、適切な処分も必要である。 

こうした背景から、文部科学省・経済産業省・環境省は使用済み端末の適切な処

分方法（令和５年１０月２６日付「ＧＩＧＡスクール構想の下で整備された１人１

台端末等の適切な処分（再使用又は再資源化）等について」）を提示しており、本業

務においては、この方針に沿って適切に処分を行う事を目的とする。 

 

３．受託条件 

(1) 入札公告日から引き続き、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法

律（平成２４年法律第５７号。以下「小型家電リサイクル法」という。）第１

０条第１項に規定する再資源化事業計画（使用済小型電子機器等の収集を行お

うとする区域に岐阜県を含むものに限る。以下同じ。）について、同条第３項

の認定を受けている者であること。 

(2) 令和７年度における前号の再資源化事業計画（以下「認定計画」という。）に

基づくパソコン又はタブレットの処分台数が売払予定数量（１０，８５０台）

を上回る者であること。 

 

４．業務内容 

(1) 回収したＧＩＧＡスクール端末に含まれるデータの消去を、９．処分方法に定め

る方法により確実に実行し、当該ＧＩＧＡスクール端末ごとにデータ消去に係る

完了証明書を発行する。 

(2) 買主は、各務原市立の学校等で使用していたＧＩＧＡスクール端末等を回収する。

売払いを受けたＧＩＧＡスクール端末については、認定計画に従い、適切に再使
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用及び再資源化を実施する。 

 

５．履行期間 

契約日 から 令和８年１１月３０日（月）まで 

 

６．引き渡し対象品 

(1) ＧＩＧＡスクール端末 ｉＰａｄ第７世代 Ｗｉ－Ｆｉモデル 

(2) ＧＩＧＡスクール端末の附属品（ＡＣアダプタ・キーボード・ケース等） 

※附属品のメーカーについては、端末本体と一致しない場合がある。 

 

７．予定数量・引渡し場所等 

計１０，８５０台  詳細は別紙１「予定数量・引渡し場所」のとおり 

 

※附属品については、この予定数量と一致しない場合がある。 

※売払物品は、各務原市立の学校等で現在使用されている端末及び附属品であり、令

和８年８月までに市が回収し、現状のまま引き渡しを行うこととするため、傷、不

具合等のあるものが含まれる可能性がある。なお、引き渡されたＧＩＧＡスクール

端末のうち、使用できないものその他著しい不良のあるものが全体の５％（小数点

以下切捨て）を超える場合には、契約金額の変更を含め、協議を行う。 

 

８．引渡しの方法 

売主及び買主は、対象品を引渡す日時・場所・品目・数量等について事前に協議を

実施する。買主は協議内容に基づき、端末等を回収するための専用ケースを別紙１に

記載の引渡し場所に配布し、売主が引渡し場所にて梱包した端末等を回収する。その

際は、引渡しに必要な車両等を手配するとともに、適切に運搬する。なお、引き取り

運搬等に必要となる一切の費用は買主が負担するものとする。 
対象物品の引渡時期については令和８年８月頃の予定とするが、売主及び買主に

おいてその詳細を決定のうえ、実施するものとする。 
 

９．処分方法 

買主は、引き渡しを受けた対象品の処分を行う場合は、小型家電リサイクル法に基

づく認定計画に従い、下記を満たす方法により実施しなければならない。 
(1) ＧＩＧＡスクール端末が情報機器である性質を踏まえ、盗難や情報漏洩等が発

生しないように、作業場所全体を監視可能な複数の防犯カメラの設置、作業者

の不正防止策（記憶媒体等の持ち込み・持ち出し等を防止する方法、入退室の

ログ管理・保存、専用制服の着用等）の実施、異常を検知する警備システムの
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導入等、万全なセキュリティの確保・不正防止に必要な処置を講ずること。 
(2) 買主の認定計画に準拠した処分（再使用・再資源化）を実施する前に、文部科

学省が定める教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和７年

３月改訂、以下「セキュリティガイドライン」という。）に準拠したデータ消

去を行うこと。具体的な方法として、作業ログの取得が可能な専用ソフトを用

いた上書き消去方式・ブロック消去方式・暗号化消去方式等で確実に消去を行

うこと、故障等により上書き消去方式が不可能な端末は、データの復元が不可

能といわれる状態まで記憶媒体を物理的に破壊（ＳＳＤ・ｅＭＭＣを使用して

いる端末は２ｍｍを目安に粉砕処理すること等）を行う等、当該データの重要

性分類に応じた適切な消去方法を用いること。 
(3) データ消去完了後は、端末毎の個体番号・消去方法・消去完了日時・作業者名

等が記載されたデータ消去完了証明書を発行し、売主が端末毎にデータ消去作

業の完了を確認できるようにすること。また、データ消去完了証明書に記載さ

れた内容を５年間保管し、売主の求めに応じて開示できるように保存しておく

こと。 
(4) ＧＩＧＡスクール端末を再使用する場合は、売主が所有していたことが明らか

なシール等は全て削除すること。 
 

１０．支払方法 

 買主は引き渡し予定日（引き渡し日が複数日にまたがる場合は、引き渡し予定初日）

の前日までに売払台数分の代金を振り込むこと。 

 

１１．再委託の禁止 

買主は本件業務を第三者に委託してはならない。ただし、売主の承諾があるときは、

この限りでない。 

 

１２．提出書類 

買主は、次の書類を作成し、売主に提出するものとする。なお、提出書類について

は、売主と十分に協議のうえ提出すること。 

(1) 作業スケジュール 

(2) データ消去に係る完了証明書 

 

１３．守秘義務 

  本業務により知り得た内容及び結果を第三者に漏らしてはならない。また、本契約

終了後も秘密保持は継続するものとする。 
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１４．妨害又は不当要求に対する通報義務 

(1) 買主は契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念

等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の

適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、市長及び各務原警察署長へ通報しなけ

ればならない。なお、正当な理由がなく通報がない場合は入札参加資格停止の措

置を行うことがある。 

(2) 買主は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内

に業務を完了することができないときは、契約書に基づき協議を行うものとする。 

 

１５．協議事項 

売主の担当職員との連絡を密にして業務に当たること。一連の各対応については、仕

様を満たしているか、作業実施前に売主と確認を行うこと。なお、本仕様書に定めの

ない事項については、売主の担当職員と協議しその指示に従うこと。 
 

１６．留意事項 

(1) 損害賠償 
委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、売主の責に帰すべきものを除き、

全て買主の責任において処理すること。 
(2) その他 

① 買主は、契約時に受託条件に合致していることを証明する書類を提出すること。 
② 本業務では、個人情報を含む機器を取り扱う可能性があるため、買主は、業務の

従事者に対し個人情報保護に関する研修を十分に行い、引渡した端末に含まれ

る個人情報の保護に努めること。 
③ 買主は本業務が困難となる事由が生じた場合は、業務を一時停止し、直ちに売主

へ当該事由の内容及び買主が受ける影響が最小限となる措置を講じる旨を、速

やかに書面をもって通知すること。 
④ 売主の受託作業開始後であっても、仕様を満たせないことが判明した場合、買主

は契約を解除する事ができる。その場合の補償等は一切行わない。 
 

 

 



予定数量・引渡し場所 【別紙１】
No 名称 住所 引渡し予定数量
1 那加第一小学校 各務原市那加手力町22-5 946
2 那加第二小学校 各務原市那加雲雀町1 482
3 那加第三小学校 各務原市那加東亜町1-1 459
4 尾崎小学校 各務原市尾崎南町3-2 165
5 稲羽西小学校 各務原市大佐野町1-233 317
6 稲羽東小学校 各務原市前渡西町1393 134
7 川島小学校 各務原市川島河田町1041-3 778
8 鵜沼第一小学校 各務原市鵜沼西町4-179 648
9 鵜沼第二小学校 各務原市鵜沼各務原町2-260 703
10 鵜沼第三小学校 各務原市新鵜沼台4-1 648
11 緑苑小学校 各務原市緑苑北1-26 121
12 八木山小学校 各務原市つつじが丘1-1 166
13 陵南小学校 各務原市鵜沼大伊木町4-425 397
14 各務小学校 各務原市各務おがせ町4-7 170
15 蘇原第一小学校 各務原市蘇原野口町1-1 807
16 蘇原第二小学校 各務原市蘇原沢上町1-19 482
17 中央小学校 各務原市各務西町4-302 391
18 那加中学校 各務原市那加東亜町48 449
19 桜丘中学校 各務原市那加不動丘1-77 260
20 稲羽中学校 各務原市上戸町5-40 192
21 川島中学校 各務原市川島河田町1028-1 280
22 鵜沼中学校 各務原市松が丘2-100 355
23 緑陽中学校 各務原市緑苑北1-4 257
24 蘇原中学校 各務原市蘇原青雲町1-10 512
25 中央中学校 各務原市各務西町4-358-1 540
26 かがみがはら支援学校 各務原市鵜沼羽場町2-3-1 123
27 各務原市教育委員会事務局 各務原市那加桜町2-186（産業文化センター7階） 68

10,850

※上記の端末台数は、児童生徒数の増減等により変動する場合がある。

合計



個人情報取扱特記事項  

 
 （基本的事項）  
第１条 受注者（以下「乙」という。）は、個人情報（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号法」という。）第２条第９項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。）の重

要性を認識し、この契約による業務を遂行するに当たっては、番号法及び個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「保護法」という。）の規

定を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適

正に行わなければならない。  
 （従事者の明確化）  
第２条 乙は、この契約による業務（以下「本件業務」という。）の実施における個

人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者（以下「従事者」という。）を定め、

書面によりあらかじめ、発注者（以下「甲」という。）に届け出なければならない。

責任者及び従事者を変更する場合も、同様とする。  
２ 乙は、責任者及び従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。  
 （従事者に対する周知）  
第３条 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知

り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな

らないこと、これに違反したときは、番号法又は保護法の規定に基づき処罰され

るおそれがあることその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければな

らない。  
（従事者に対する監督及び教育）  

第４条 乙は、従事者に対し、本特記事項に定める事項を遵守し、適切に実施する

よう監督しなければならない。  
２ 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項に

おいて従事者が遵守すべき事項その他本件業務の適切な実施に必要な教育及び研

修を、従事者全員に対して実施しなければならない。  
 （秘密の保持）  
第５条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に

漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

る。  
 （再委託の禁止）  
第６条 乙は、本件業務を第三者に委託してはならない。（以下「再委託」という。）

ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。  
２ 乙は、本件業務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとす

る場合には、あらかじめ次に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承

諾を得なければならない。  
（１）再委託を行う業務の内容  
（２）再委託で取り扱う個人情報  
（３）再委託の期間  
（４）再委託の相手方（名称、代表者、所在地及び連絡先）  
（５）再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者  
（６）再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定された

ものの写し）  
（７）再委託の相手方の監督方法  

３ 乙は、本件業務を再委託しようとする場合、再委託の相手方にこの契約に基づ



く一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわ

らず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うも

のとする。  
４ 乙は、本件業務を再委託しようとする場合、再委託の相手方に対する監督及び

個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。  
５ 乙は、本件業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求

めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。  
６ 再委託した事務をさらに委託すること (以下「再々委託」という。）は原則とし

て認めない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。  
７ 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、乙はあらかじめ第２項各

号に規定する項目を記載した書面に代えて、次に規定する項目を記載した書面を

甲に提出して甲の承諾を得なければならない。  
（１）再々委託を行う業務の内容  
（２）再々委託で取り扱う個人情報  
（３）再々委託の期間  
（４）再々委託の相手方（名称、代表者、所在地及び連絡先）  
（５）再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者  
（６）再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容（契約書等に規定され

たものの写し）  
（７）再委託先における再々委託の相手方の監督方法  

８ 乙は、甲の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容に

かかわらず、甲に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。  
（派遣労働者等の利用時の措置）  
第７条 乙は、前条第１項ただし書に規定する再委託を受けた者及び前条第６項た

だし書に規定する再々委託を受けた者は、本件業務を派遣労働者によって行わせ

る場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を

明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第５条に準ずるものと

する。  
２ 乙は、前条第１項ただし書に規定する再委託を受けた者及び前条第６項ただし

書に規定する再々委託を受けた者は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を

遵守させるとともに、労働者派遣契約の内容にかかわらず、乙は甲に対して派遣

労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。  
 （複写等の禁止）  
第８条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本件業務を処理するために甲

から引渡しを受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはなら

ない。  
 （取得の制限）  
第９条 乙は、本件業務を処理するために個人情報を取得する場合は、その目的を

明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取

得しなければならない。  
 （目的外利用及び提供の禁止）  
第１０条 乙は、本件業務の履行により知り得た個人情報をこの契約の目的以外に

利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、番号法又は保護法の規定に

より当該利用又は提供が認められ、かつ、甲の書面による事前の承諾がある場合

は、この限りでない。  
（責任体制の整備）  

第１１条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、

その体制を維持しなければならない。  



 （個人情報の安全管理）  
第１２条 乙は、本件業務を処理するために収集し、若しくは作成した個人情報又

は甲から提供された資料に記録された個人情報を漏えいし、紛失し、棄損し、又

は滅失することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。 
２ 乙は、甲から本件業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場

合は、甲に受領書を提出しなければならない。  
３ 乙は、第１項の個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を特定し、

あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようと

するときも同様とする。  
４ 乙は、甲が同意した場合を除き、第１項の個人情報を作業場所から持ち出して

はならない。  
５ 乙は、第１項の個人情報を運搬する場合は、その方法（以下この項において「運

搬方法」という。）を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定

した運搬方法を変更しようとするときも同様とする。  
６ 乙は、本件業務を処理するために作業場所に私用端末、私用記録媒体その他の

私用物を持ち込んで使用してはならない。  
７ 乙は、本件業務を処理する端末等に個人情報の漏えいにつながるおそれがある

業務に関係のないアプリケーションをインストールしてはならない。又、業務に

必要なアプリケーションをインストールする際は、甲の承諾を得なければならな

い。  
８ 乙は、第１項の個人情報を秘匿性等その内容に応じて、次に定めるところによ

り管理しなければならない。  
 （１）個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可

能な保管室等に保管しなければならない。  
 （２）個人情報を電子データで保存し、又は持ち出すときは、暗号化処理又はこ

れと同等以上の保護措置をとらなければならない。  
 （３）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体

及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性

について、定期的に点検しなければならない。  
 （４）個人情報を管理するための台帳を整備し、当該台帳に個人情報の受渡し、

使用、複写若しくは複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者氏

名を記録しなければならない。  
９ 本件業務の履行のため、従事者が甲の管理する区域に立ち入る場合は、身分証

明書を常時携帯させ、個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければ

ならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、甲の指

示に従わなければならない。  
 （情報システムにおけるセキュリティ事項）  
第１３条 本件業務の従事者以外の者に本件業務を処理させないこと。さらに、取

り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、次の対策を行うこと。  
２ 従事者以外が個人情報にアクセスできないようにするためのパスワードによる

アクセス制限等必要な処置を行うこと。  
３ 従事者が個人情報にアクセスする場合の証跡を残すため、ログ等の取得を行う

こと。  
４ 本件業務で取り扱う端末を特定し必要最小限とすること。  
５ 遠隔からアクセスを行う場合は、ネットワーク機器の通信経路の暗号化やその

通信の監視等の対策を行うこと。  
６ パスワードは初期パスワードからの変更や必要十分な桁数を備える等、第三者

に容易に推測できないよう設定を行うこと。  



７ 本件業務にて知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止のため、メール

送信時は、ＢＣＣ（ブラインド・カーボン・コピー）の徹底、複数の者による確

認やチェックリストの活用等の措置を講じること。  
８ 外部からの不正アクセスによる被害を防ぐため、端末には最新のウイルス定義

ファイルおよびセキュリティ更新プログラムを適用すること。  
９ 情報システムの欠陥の是正及び脆弱性を検知した際の対策について計画を策定

し実施すること。  
１０ 情報システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等のセキュリティ対策が有効に機

能していることの継続的な監視と確認を行い、定期的な見直しを行うこと。  
 （返還、廃棄又は消去）  
第１４条 乙は、本件業務を処理するために甲から引き渡され、又は自ら作成し、

若しくは取得した個人情報について、本件業務完了時に甲の指示に基づいて返還、

廃棄又は消去しなければならない。  
２ 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該

個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 
３ 乙は、パソコン等に記録された第１項の個人情報を消去する場合、データ消去

用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読又は復元できないように確実に

消去しなければならない。  
４ 乙は、第１項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した

旨の証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者及

び廃棄又は消去の年月日が記載された書面）を甲に提出しなければならない。  
５ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会を求められたときは、これに応じなけ

ればならない。  
 （事故発生時の対応）  
第１５条 乙は、本件業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合、又は

生じるおそれがあることを知ったときは、当該漏えい等に係る個人情報の内容、

数量、発生場所、発生状況等を甲に直ちに報告し、その指示に従わなければなら

ない。  
２ 乙は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措

置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当

該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に

する等の措置を講ずるものとする。  
３ 乙は、甲と協議の上、２次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可

能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めな

ければならない。  
 （立入調査等）  
第１６条 甲は、本件業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本件特記事項

の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があ

ると認めるときは、乙（再委託をしている場合は再委託先を含む。）に報告を求め

ること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとする。この場合にお

いて、乙は、甲から改善を指示された場合は、その指示に従わなければならない。  
 （契約の解除）  
第１７条 甲は、乙が本件特記事項に定める義務を果たさない場合、又は果たすこ

とができない場合は、本件業務に関する契約の全部又は一部を解除することがで

きるものとする。  
２ 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲

にその損害の賠償を求めることはできない。  
 （損害賠償）  



第１８条 乙は、本件特記事項に定める義務に違反し、又はその義務を怠ったこと

により、甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


